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　欧州では2011年5月1日食品包装材料への新たな規則（プラスチック規則:PIM）が施行され欧州委員会は3つのガイダンスを作成している。EFSAは2012年

3月30日コーティング剤・色材・印刷インキなどプラスチック以外の食品接触材料のリストを作成し、欧州委員会はこれらへの規制管理計画のためロードマップを

作成した。米国では2011年1月4日食品安全近代化法が成立し食品包装材料分野を含め予防原則が適用される。中国では2009年6月1日施行された食品容器、

包装材料用添加剤使用衛生標準GB9685-2008に対し3回の告示が示され、既存物質の整理作業は終了した。2011年5月23日新規物質申請受理規定が公布され、

申請業務が本格化している。また国家標準の大規模な修改正計画が公表されている。発展途上国においてはインド、ASEANの一部（インドネシア、ヴェトナム）、

南米、湾岸諸国などに欧米を参考にしたポジティブリスト制度が普及、拡大している。こうした海外動向により国内においても新たな法整備が求められ、また

企業においても事業展開を見据えた情報収集と対応の重要性が増している。本資料では、こうした各国のこれまでの歴史と最新状況を紹介し、企業が実務対応上

着目すべきポイントを明らかにする。

　本資料の初版は、2014年2月、こうした各国のこれまでの歴史と最新状況を紹介し、企業が実務対応上着目すべきポイントを明らかにするため発刊された。

この版が好評であったことから、今回この2年の情報を加えて改訂版を執筆することにした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書「まえがき」より）

ＥＵ・中国を中心に最新動向を増補して、頼れる規制ガイドがリニューアル！！
　EU⇒米国⇒カナダ⇒オーストラリア⇒ニュージーランド⇒ロシア

中国⇒台湾⇒韓国⇒ロシア⇒東南アジア⇒インド⇒南米⇒湾岸諸国…ect
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欧州におけるプラスチック規則(ＰＩＭ) 

のガイダンスドキュメント発行、

中国における数々の国家標準公布など、

影響の大きい情報更新、

最新の動向(2014～2016)を加味して、

改訂増補版としてお届けします。 ※お申し込みの際は、2014年2月刊『各国の食品用器具・容器包装材料規制』購入済み
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